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闘に向けた第１１３回中央委員会が２月１７日（月）
開催された。来年度専従職員を配置するのにあたり、第５
号議案として臨時中央執行委員が選出されました。この間、
都市評議会で協議をしてきた結果、渋川市から専従職員が
選出することが決まり、それに伴い、今回の中央委員会で
の臨時中央執行委員の選出となりました。
　春闘方針では組織強化について触れたほか、第４号議案
として第４９回衆議院議員選挙における組織内候補予定者
として堀越けいにん氏を推薦決定しました。
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第１１３回中央委員会開催
春

自治労では「参加する春闘」をテーマに、①賃金改善、②会計
年度任用職員等の処遇改善、③人員確保と職場からの働き方
改革、④安心してくらし続けられる地域づくりを重点課題と
して、2020 春闘に取り組んでいます。
民間賃金の動向は、公務員賃金に大きく影響を与えることと
なるため、自治労は連合に結集しながら、全国の仲間ととも
にたたかっています。
今日は、自治労群馬県本部の統一行動日であり、県内の単組
が一体となって集会やビラ配布などに取り組んでいます。「1
年のたたかいのスタート」と位置付けられるように、春闘で
の取り組みは６～８月の人勧期闘争、そして 10 月からの秋
季闘争へと連続する、闘争サイクルの重要な第一歩です。引
き続きのみなさんの参加をお願いします！

先日の国際連帯救援カンパでは、皆様からご協力をいただき、募金総額は 155,930 円となりました。
温かいご支援に対し厚く御礼申し上げます。

 



2020 春季闘争要求書
１．基本要求項目

（1） 　賃金・労働条件の決定および変更にあたっては、労使関
　係ルールに関する協定書に基づき十分な交渉・協議を行うと
　ともに、書面協定を結ぶこと。

（2） 　組合員の生活を維持・改善するための水準を確保するこ
　と。また、財政事情などを理由にした自治体独自の賃金削減
　は行わないこと。

２．組合員の生活を維持・改善するための賃金水準の確保
（1） 　運用基準等
　　①　給料表については、国公行（一）表９級水準とし、運
　　　　用については６級到達を確保すること。
　　②　昇格の運用基準については、十分な労使交渉・協議、
　　　　合意のうえで決定すること。
　　③　４号給を超える昇給区分の原資（８号昇給５％、６号
　　　　昇給 20％相当分）を確保し、公平な運用によって賃
　　　　金水準を確保すること。

（2）　４級への昇格条件を在職年数１８年から短縮すること。
（3） 　民間等経験者については規則に基づいて経験年数を有す
　る者の号給として初任給に反映されているが、昇格について
　も初任給算定において換算した経験年数を昇格時の在級年数
　として取扱うこと。

（4）　一時金における傾斜配分の加算割合を４級係長代理は　 
　5％から 10％に引き上げること。また課長においても 10％
　から 15％に引き上げること。

（5）組合員である係長と管理職である課長補佐との職責の差を
　明確にすること。

３．人員確保と働き方改革の実現
（1） 　公共サービスの水準維持と提供体制の確保のため、必要
　な人員を増員すること。

（2） 　職員の欠員補充は正規職員を補充すること。なお、恒常
　的に臨時職員を配置している業務については正規職員を配置
　すること。

（3）　年次有給休暇の完全取得に向け、家族休暇、バースデー
　休暇等の名称を用いることで取得すべき日を励行することで
　実効性のある施策とすること。

（4）　部署の平均で月に１人頭３０時間を恒常的に超える時間
　外勤務がある場合には業務が過多であることから職員の増員
　をすること。

４．人事評価制度に対する対応
（1） 　人事評価制度の運用にあたっては、十分な労使交渉・協
　議を行うとともに、処遇反映は重要な労働条件の変更となる
　ことから組合との合意を前提とすること。また、労使交渉を
　踏まえた定期的な検証・見直しを行うこと。

（2） 　人材育成が目的で、職員間に差をつけることが目的でな
　いことを明確にすること。

（3） 　人事評価制度について、適正な評価となるよう、評価者・
　被評価者への教育・研修を継続し、評価基準等について、よ
　り一層の理解向上を図ること。

５．臨時・非常勤等職員の処遇改善
（1） 　臨時・非常勤等職員の賃金・労働条件を引き上げること。
　また、一方的な雇い止め、会計年度職員制度移行に伴う労働
　条件の切り下げは行わないこと。

（2） 　会計年度任用職員制度への円滑な移行
　　①　特別職以外の臨時･非常勤職員については、常勤職員、
　　　　もしくは会計年度任用職員に移行し、継続雇用とする
　　　　こと。
　　②　会計年度任用職員の給料については、常勤職員と同一
　　　　基準での運用（給料表の適用、前歴換算、初任給格付け、
　　　　等級別基準職務表に応じた昇給昇格）とし、職務内容
　　　　を踏まえて均衡･権衡させること。
　　③　常勤職員との権衡を基本に、会計年度任用職員の健康
　　　　診断の実施、研修の実施、福利厚生施設の利用などに
　　　　ついて対応すること。
　　④　人事評価及び評価結果の活用についても、常勤職員と
　　　　の均衡をはかること。

６．以下の職場要求の実現をはかること。
（1） 　子の看護休暇について、子以外の家族を看護する場合も
　含めた家族看護休暇とすること。

（2） 　１年以上の育児休業等から復職する際には、復職後につ
　いて、当該職員と所属長で話し合いを持たせること。

（3）　育児と介護に係る諸制度の取得期間について、１ヵ月に
　達するまでの期間は昇格基準における在級年数の勤務期間か
　ら除算しないこと。

（4）　再任用職員については基本を主査専門員４級職員とする
　こと。

（5）　事務職場においても高度な医療知識等を要する業務を担
　当する場合には保健師等の医療専門職を配置すること。人員
　が不足する場合には、正規職員を採用し配置すること。
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※定休日は月により一部異なります。
   ホームページにてご確認ください。
www:misawa-reform.co.jp

■問い合せ先 ： 法人営業部  武政 (080-5892-7931) ■受付時間 9:30～18:00■定休日 : 日曜・月曜
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